
平成２９年度第２回 広島県道路メンテナンス会議

日時：平成２９年１２月２２日（金）

１３：３０～１５：３０

場所：広島国道事務所 ５階大会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事
（１）規約改正

（２）自治体支援について

（３）その他

（４）情報提供（点検及び修繕の実施状況、点検要領・技術基準等）

４．連絡調整

５．閉 会



所　属 役職 氏名

役職 氏名

会長 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所長 植田　雅俊

副会長 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所長 堀江　豊

副会長 国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所長 道中　貢 欠席

副会長 広島県土木建築局 道路整備課長 吉田　晋司

副会長 広島県土木建築局 技術企画課長 石井　和夫 参事 伊達　雅弘

副会長 広島市道路交通局道路部 道路課長 佐々木　尚行 課長補佐 加藤　貴之

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 広島高速道路事務所長 野田　主馬

広島県道路公社 道路部長（兼）維持管理課長 三好　博

広島高速道路公社 総務部長 森永　勝 総務部保全課長 秋本　隆彦

本州四国連絡高速道路株式会社
しまなみ尾道管理センター 所長 大川　宗男

呉市 理事（兼）土木部長 田口　康典 土木部副部長 赤瀬　正敬

竹原市 建設部長 有本　圭司 建設課長 大田　哲也

三原市 建設部長 武田　吉充

尾道市 建設部長 山根　広史 維持修繕課長 元谷　智晴

福山市 土木部長 小川　政彦 道路企画担当課長 児玉　信治

府中市 建設産業部長 若井　紳壮

三次市 建設部長 坂本　高宏

庄原市 環境建設部長 山田　明

大竹市 建設部長 坪浦　伸泰

東広島市 建設部長 市川　宏行

廿日市市 建設部長 河崎　勝也 維持管理課長 古池　琢也

安芸高田市 建設部長 伊藤　良治 建設部次長 百合野　博司

江田島市 土木建築部長 木村　成弘

府中町 建設部長 梶川　幸正

海田町 建設部長 久保田　誠司

熊野町 建設部長 沖田　浩 建設部次長兼建設課長 貞永　治夫

坂町 技監（兼）建設部長 福代　智之

安芸太田町 建設課長 田中　啓二

北広島町 建設課長 砂田　寿紀

大崎上島町 建設課長 藤原　通伸

世羅町 建設課長 沖　丈博

神石高原町 建設課長 国重　修示

一般社団法人広島県土木協会 技術部長 大和　伸明 主査 和田　賀久

国土交通省中国地方整備局道路部 地域道路調整官 田中　敏彦

国土交通省中国地方整備局道路部 道路保全企画官 高木　繁

国土交通省中国地方整備局 中国技術事務所長 野村　正之

事務局 国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課

西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所統括課

広島県土木建築局道路整備課

広島市道路交通局道路部道路課

国土交通省中国地方整備局企画部
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代理出席者
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平成２９年度 第２回 広島県県道路メンテナンス会議 次第

（ １ ）全体

● 規約改正について 資料－①

（ 2 ）自治体支援について

● 自治体職員を対象とした研修や講習会の実施状況 資料－②

● 自治体技術支援 資料－③

● 直轄診断の実施状況 資料－④

● 大規模修繕・更新補助制度(集約化・撤去の活用) 資料－⑤

● 公共施設等適正管理推進事業債の活用 資料－⑥

● 交付金事業等における架替要件の厳格化等 資料－⑦

● 技術支援（広島県）の取り組み 資料－⑧

● 平成30年度 高速道路区域内における

自治体管理の構造物補修に対する助成 資料－⑨

（ 3 ）その他

● 橋梁の耐震補強の推進について 資料－⑩

（ 4 ）情報提供

●道路の老朽化対策の状況について 資料－⑪

● 道路メンテナンス年報の公表 資料－⑫

● 修繕費用の将来推計 資料－⑬

● 道路土工構造物点検要領について 資料ー⑭

● 橋、高架の道路等の技術基準の改定について 資料－⑮

● インフラメンテナンス国民会議 資料－⑯



広島県道路メンテナンス会議規約

（名 称）

第１条 本会議は、「広島県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法（昭和27年法律第180号）第２８条の２に規定の「協議会」に位

置付けるものとし、広島県内の道路管理を計画的、効率的に行うため、各道路管理者が

相互に連絡調整等を行うことにより、道路施設等の予防保全・老朽化対策の強化等を図

ることを目的とする。

（審議事項）

第３条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。

一 道路施設の維持管理等に係る情報共有・情報発信に関すること。

二 道路施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。

三 道路施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。

四 その他道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項

（組 織）

第４条 会議は、別表１に掲げる、広島県内における高速自動車国道、都市高速道路、一

般国道、県道及び市町道の各道路管理者等で組織する。

２ 会議には、会長及び副会長６名を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備局広

島国道事務所長、副会長は国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所長、国土交通

省中国地方整備局三次河川国道事務所長、広島県土木建築局道路整備課長、広島県土木

建築局技術企画課長、広島市道路交通局道路部道路課長及び西日本高速道路株式会社中

国支社広島高速道路事務所長とする。

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、専門部会を設置することがで

きる。

５ 会議には、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、県道及び市町道の各道路管理

者の代表者からなる幹事会を置くものとし、構成は別表２のとおりとする。

６ 会議に、道路施設等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等へ

の技術相談の窓口を設置し、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課に置

く。

（会議の運営）

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。

２ 会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。

（幹事会）

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、次の事項について調整する。

一 会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整に関すること。

資料－①

MH185
長方形



二 会議における審議議題の調整に関すること。

三 その他会議の運営に際し必要となる事項の調整に関すること。

（事務局）

第７条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課、広島県

土木建築局道路整備課、広島市道路交通局道路部道路課及び西日本高速道路株式会社中

国支社広島高速道路事務所統括課に置く。

（規約の改正）

第８条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行う。

（その他）

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。

（附 則）

本規約は、平成２６年６月３０日から施行する。

平成２７年６月１２日 改正

平成２８年７月２６日 改正

平成２９年８月 ９日 改正

平成２９年１２月２２日 改正



所　　　属 役　　職

会長 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所長

副会長 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所長

副会長 国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所長

副会長 広島県土木建築局 道路整備課長

副会長 広島県土木建築局 技術企画課長

副会長 広島市道路交通局道路部 道路課長

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 広島高速道路事務所長

広島県道路公社 道路部長（兼）維持管理課長

広島高速道路公社 総務部長

本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ尾道管理センター 所長

呉市 土木部長

竹原市 建設部長

三原市 建設部長

尾道市 建設部長

福山市建設局 土木部長

府中市 建設産業部長

三次市 建設部長

庄原市 環境建設部長

大竹市 建設部長

東広島市 建設部長

廿日市市 建設部長

安芸高田市 建設部長

江田島市 土木建築部長

府中町 建設部長

海田町 建設部長

熊野町 建設部長

坂町 技監（兼）建設部長

安芸太田町 建設課長

北広島町 建設課長

大崎上島町 建設課長

世羅町 建設課長

神石高原町 建設課長

国土交通省中国地方整備局 中国技術事務所長

一般社団法人広島県土木協会 技術部長

国土交通省中国地方整備局道路部 地域道路調整官

国土交通省中国地方整備局道路部 道路保全企画官

国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課

広島県土木建築局道路整備課

広島市道路交通局道路部道路課

西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所統括課

事務局

広島県道路メンテナンス会議構成員名簿

オブザーバー

別表１



所　　　属 役　　職

幹事長 国土交通省中国地方整備局広島国道事務所 副所長

副幹事長 国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所 副所長

副幹事長 国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所 副所長

副幹事長 広島県土木建築局道路整備課 参事

副幹事長 広島県土木建築局技術企画課 参事

副幹事長 広島市道路交通局道路部道路課 橋りょう保全対策係長

副幹事長 西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所 副所長

広島県道路公社道路部維持管理課 維持係長

広島高速道路公社総務部保全課 課長

本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ尾道管理センター 副所長

呉市土木部土木維持課 課長

竹原市建設部建設課 課長

三原市建設部土木管理課 課長

尾道市建設部維持修繕課 課長

福山市建設局土木部道路整備課 課長

府中市建設産業部整備保全課 課長

三次市建設部土木課 課長

庄原市環境建設部建設課 課長

大竹市建設部土木課 課長

東広島市建設部維持課 建設部次長（兼）課長

廿日市市建設部維持管理課 課長

安芸高田市建設部すぐやる課 課長

江田島市土木建築部建設課 課長

府中町建設部都市整備課 課長

海田町建設部建設課 課長

熊野町建設部建設課 建設部次長（兼）課長

坂町建設部産業建設課 課長

安芸太田町建設課 課長補佐

北広島町建設課 課長補佐

大崎上島町建設課 土木耕地係長

世羅町建設課 管理係長

神石高原町建設課 課長補佐

国土交通省中国地方整備局中国技術事務所 副所長

一般社団法人広島県土木協会 技術部長

国土交通省中国地方整備局道路部 地域道路課長

国土交通省中国地方整備局道路部 道路構造保全官

国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課

広島県土木建築局道路整備課

広島市道路交通局道路部道路課

西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所統括課

広島県道路メンテナンス会議幹事会構成員名簿

事務局

オブザーバー

別表２



●平成29年度 道路構造物管理実務者研修
〈４～５日間、中国技術事務所〉

○対 象：自治体職員及び直轄職員
○目 的：自治体職員の技術力育成のため、点検要領に基づく点検

に必要な知識・技能等を取得及び橋梁補修・補強に必要な知識
を取得するための研修

○開 催 日
・橋 梁Ⅰ(Ⅰ期)：H29.   5.29  ～ 6.  2 23名(うち自治体20名)
・橋 梁Ⅰ(Ⅱ期)：H29.   8.21  ～ 8.25 24名(うち自治体20名) 
・橋 梁Ⅱ ：H29. 11.27  ～ 12.  1 ９名(うち自治体５名) 
・トンネル ：H29.   7.18  ～ 7.21 ７名(うち自治体2名)

※募集は年度末３月に案内されます

(平成28年度までの実績)

○延べ受講者数：１９４名(うち自治体 １５３名)
○研修別延べ受講者数

・橋 梁Ⅰ：１４９名(うち自治体 １３５名)
・橋 梁Ⅱ： １２名(うち自治体 ９名)
・トンネル： ３３名(うち自治体 ９名)

●その他点検講習会等
〈１～２日間、各県毎に開催〉

○対 象：自治体職員（及び直轄職員）
○予定人数：１会場４０名程度
○時 期：６月以降
○目 的：管理者又は発注者として必要な知識の習得を目的として、

橋梁、トンネルに係る点検要領の理解に係わる講義及び現場実習

○点検等技術向上支援(研修、講習会)

自治体職員を対象とした研修等の実施状況



研修を終えた受講生の声

達成度試験は講義、現地実習の内容を復習するきっかけとなり、一層の定着を図ることができた！

Ｉ市
Oさん

研修全体を通して、橋梁管理の基礎を幅広く学ぶことができた。参加できて良かった！

国・県・市町村の方と交流を深めることができた。今後の公務員人生において間違いなくプラスに
なると思う！

O国道
Fさん

S市
Nさん

中国技術ＮＥＷＳ

座学

研修 ～規律・研鑽・親睦～

“中国技術NEWS”全般の問い合わせ先 中国技術事務所 総務課 小松原（768-406）

点検の現場実習 ～損傷の確認と健全性の診断～

達成度確認試験

自治体・整備局職員が橋梁点検に関する知識と技能を修得！
23名の維持管理担当職員（自治体職員20名、整備局職員3名）が、老朽化が急速に進む社会資本ス

トックの確実な維持管理を実施するために、橋梁等の点検に関する知識と実務的な技能を修得すること
を目的とした『橋梁管理実務者Ⅰ（Ⅰ期）研修』を、5月29日(月)～6月2日(金)の５日間の日程で受講
しました。

点検に関する知識の理解度及び現場実
習における実務的な技能の修得状況を確
認するために、『達成度確認試験』が行わ
れました。

国道2号海田高架橋2号ランプ（広島国道事務所管理）周辺において、本局

及び中国技術事務所職員から点検方法や留意点の説明を受けながら、橋梁
等の点検実習を行いました。

橋梁点検に関する法令や技術基準、部材の損傷事例や診断における留意点など、
橋梁点検に必要な知識を幅広く学びました。

『点検に関する法令
及び技術基準の体系』

『橋の構造の基本』

国土技術政策総合研究所
熊本地震復旧対策研究室

星隈 室長

『道路構造をめぐる
今日的課題と今後の方針』

道路部

高木 道路保全企画官

皆さんには「プロ」意識を持ってきっ
ちりと点検し、きちんとメンテナンス
をしていってほしい。

橋の構造を理解していないと状況
判断ができない！同じ損傷でも部
材の箇所で全く状況は違ってくる。

■講義（座学）一覧　（講義実施順）
番号 講　義　名　／　講　師　名 番号 講　義　名　／　講　師　名

6 『下部構造の損傷と診断』／道路部　福永道路構造保全官

7 『支承・附属物の損傷の種類と診断』／道路部　福永道路構造保全官

2 『橋の構造の基本』／国土技術政策総合研究所 熊本地震復旧対策研究室　星隈室長 8 『土工構造物の構造の基本』／道路部　西岡道路構造保全官

3 『道路構造物をめぐる今日的課題と今後の方針』／道路部　高木道路保全企画官 9 『シェッド、大型カルバート等の定期点検要領概論』／道路部　西岡道路構造保全官

4 『鋼部材の損傷と診断』／道路部道路管理課　福永道路構造保全官 10 『附属物の定期点検要領概論』／道路部　西岡道路構造保全官

5 『コンクリート部材の損傷と診断』／道路部道路管理課　山本道路保全企画係長 11 『定期点検の実施と記録』／中国技術事務所　梅木技術情報管理官

1
『点検に関する法令及び技術基準の体系』

　／国土技術政策総合研究所 熊本地震復旧対策研究室　星隈室長

本局及び中技職員による橋梁等点検の留意点説明

ＲＣ床版の近接目視、打音検査 点検結果の記録

現場を提供して頂いた広島国道事務所の皆様、ご協力ありがとうございました！

横断歩道橋の鋼板状況
及び基礎部の確認

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの近接目視、打音検査

2017.6.7

Vol.14 （通算Vol.595）



■講義（座学）一覧　（講義実施順）

番号 講　義　名　／　講　師　名 番号 講　義　名　／　講　師　名

1 『道路構造物における老朽化対策の取組み』／道路部　高木道路保全企画官 7 『ASR・塩害概論』／（一社）建設コンサルタンツ協会　　友光　宏実　氏

2 『橋の構造の基本』／道路部道路管理課　山本道路保全企画係長 8 『コンクリート橋の損傷・補修』／道路部道路管理課　山本道路保全企画係長

3 『道路橋示方書の改定』／（一社）建設コンサルタンツ協会　　高　龍　氏 9 『コンクリート橋の補修事例』／(一社)ＰＣ建設業協会　　田中　寛規　氏

4 『鋼橋の損傷・補修』／道路部　福永道路構造保全官 10 『非破壊検査技術』／(一財)橋梁調査会　　酒井　徹　氏

5 『鋼橋の補修事例』／(一社)日本橋梁建設協会　　本松　勝輝　氏 11 『耐震診断・耐震補強』／（一社）建設コンサルタンツ協会　　有井　賢次　氏

6 『疲労概論』／（一社）建設コンサルタンツ協会　　高　龍　氏

研修を終えた受講生の声

教材を読むだけではわからない部分を、現場実習などで知ることができ満足した！

C技術
Wさん

国交省の取組概要から橋梁の基礎知識、道路橋示方書の改定、損傷、補修と順を追って理解
できるようカリキュラムが組まれており、大変わかりやすかった！

H市
Yさん

中国技術ＮＥＷＳ

座学

研修 ～規律・研鑽・親睦～

“中国技術NEWS”全般の問い合わせ先 中国技術事務所 総務課 小松原（768-406）

現場実習 ～橋梁補修、耐震補強～

自治体・整備局職員が橋梁の補修・補強に関する基礎知識を修得！

9名の維持管理担当職員（自治体職員5名、整備局職員4名）が、道路橋の補修・補強工法の選択
の判断に必要な基礎知識を修得することを目的とした『橋梁管理実務者Ⅱ研修』を 11月27日(月)
～12月1日(金)の５日間の日程で受講しました。

橋梁点検に
関する法令や技術基準、
部材の損傷事例や診断に
おける留意点、また、その
補修方法など、橋梁の補
修・補強に必要な知識を
幅広く学びました。

現場を提供頂いた広島国道事務所の皆様、ご協力ありがとうございました！

床版損傷箇所の
近接目視

課題討議・意見交換

課題討議（班別討議） 発 表 意見交換 講師からの意見・助言

実際の橋梁（1班：国道2号 上大山橋、2班：国道2号 清谷橋）の橋梁台帳、定期点検調書を元

に、損傷状況、原因、補修対策、施工方法など補修設計について班別に検討し発表しました。研修生同士で活発に意見交換

を行うとともに、講師から意見や助言を受け、具体的な橋梁の損傷の補修設計手法に関する理解を深めました。

『道路構造物における
老朽化対策の取組』

道路部

高木 道路保全企画官 『非破壊検査技術』 （一財）橋梁調査会 酒井 徹 氏

検査方法毎に特
徴があるので、現
場の状況に応じて
使い分けることが
重要！

老朽化対策は施設
の計画時から始まる
総力戦！

【橋梁補修：国道2号地御前跨線橋】【耐震補強：国道54号大林第二高架橋】

点検ハンマーによる
現状確認

支承取替箇所の見学現状の支承

地御前跨線橋

大林第二高架橋

道路部
西岡道路構造保全官

中国技術事務所
梅木技術情報管理官

2017.12.20

Vol.81 （通算Vol.662）



中国技術ＮＥＷＳ
研修 ～規律・研鑽・親睦～

“中国技術NEWS”全般の問い合わせ先 中国技術事務所 総務課 小松原（768-406）

７名の道路管理担当職員（整備局職員５名、自治体職員2名）が、トンネルの定期点検に関する知識と
技能及びトンネルの補修・補強に関する基礎的知識の修得を目的とした『トンネル管理実務者Ⅰ研修』を、
７月１８日(火)～7月２１日(金)の４日間の日程で受講しました。

道路管理担当職員がトンネル点検・補修の知識を修得！

研修を終えた受講生の声

トンネルの施工から点検にかかる一連で研修を受けることができて、大変勉強になった！

M国道
Sさん

基礎的な知識が不足していたので、トンネル管理全般の知識習得ができ満足のいく研修だった！

現場での点検を実際に体験できて良かった！

M河川国道
Hさん

H市
Mさん

座学

現場実習

『点検に関する法令及び技術基準の体系』

国総研 構造・基礎研究室
間渕 室長

『道路構造物における
老朽化対策の取組み』

道路部
高木 道路保全企画官

発生する変状は多岐に渡る。
『ひび割れ』と『はく離』や『剥落』、『漏水』など、
複数の項目が重複して発生する場合が多い。
変状現象と変状原因は必ずしも一対一で対応
しない。

トンネルに作用する土圧は複雑で、実際に
掘ってから設計が変わる場合がある。
施工中における坑内の観察・計測などで得
られる情報を有効に利用する事が重要。

現場を提供頂いた広島国道事務所の皆様、ご協力ありがとうございました！

トンネル点検に関する法令や技術基準、点検・診断に係る留意点、また、トンネルの計画・設計や施工など、

必要となる知識や技能について、幅広く学びました。

『トンネルの計画・設計』

（独）土木研究所 トンネルチーム
日下 主任研究員

老朽化先進国の状況を見て、
我々が何をすべきか？
補修した後に、変状がどの様
に進行していくのかを考える
必要がある。

かみね むかいやま かみね

点検ハンマーによる
覆工コンクリートの打音点検

点検のポイント説明
点検結果の発表・意見交換

剥落防止工（ＦＲＰメッシュ）
による補修状況の確認 講師からの講評

点検・診断における留意点などの説明を受けた後、国道54号上根バイパスの向山トンネル、上根トンネル、

（安芸高田市）において、点検実習を行いました。実習後、点検結果を班別にとりまとめ、発表を行い、研修生同士で活発な

意見交換が行われるとともに、本局講師から貴重なご意見やアドバイス、講評を頂き、トンネル点検・診断に関する知識を

深めることができました。

■講義（座学）一覧　 ※講義実施順

番号 講　義　名　／　講　師　名 番号 講　義　名　／　講　師　名

5 『トンネル本体工の点検』／道路部道路管理課　山本道路保全企画係長

6 『附属物・付属施設の点検』／道路部道路管理課　山本道路保全企画係長

2 『トンネルの計画・設計』／（独）土木研究所 ﾄﾝﾈﾙﾁｰﾑ　日下主任研究員 7 『道路構造物における老朽化対策の取組み』／道路部　高木道路保全企画官

3 『点検の記録』／道路部道路管理課　山本道路保全企画係長 8 『トンネルの変状と診断』／道路部　西岡道路構造保全官

4 『トンネルの施工』／道路部　山村建設専門官 9 『トンネルの補修・補強』／道路部　西岡道路構造保全官

1
『点検に関する法令及び技術基準の体系』
／国土政策技術総合研究所 構造・基礎研究室　間渕室長

2017.9.12

Vol.37（通算Vol.618)



１月１９日（木）、広島市西区役所で、橋梁の点検技術及び診断技術の習得を目的に、広島市職員２４
名、公社職員２名を対象に橋梁点検講習会を開催しました。

午前の座学では、 「道路施設の老朽化」 「橋梁点検のポイント」「橋梁の補修・補強」などについて、道路部
および中国技術事務所の職員が説明を行いました。

2017.1.25

Vol.69 （通算Vol.569）中国技術ＮＥＷＳ

“中国技術NEWS”全般の問い合わせ先 中国技術事務所 総務課 島津（７６８－４０６）

受講者からの意見・感想
・橋梁に関する知識があまりなかったが、座学・現場実習を通して、橋梁メンテナンスの重要性が分かった。（ 市職員 ２０代）

・近接目視をするのが難しい橋梁を対象とした橋梁点検車等を用いた実習もやってほしい。 （市職員 ３０代）

・最近の橋梁維持管理に関する動向がわかり、技術力の向上が大切だと思った。 （公社職員 ３０代）

広島市で橋梁点検講習会を開催しました

午後の現場実習では、２班に分かれて、広島市内の補修工事中の新己斐橋（鋼橋）を対象に、補修前後を比
較しながら、損傷のメカニズム・橋梁点検のポイントについて確認しました。また、実際に点検調書の作成を行い、
点検・診断のスキルアップを図りました。

挨拶

（広島市 加藤道路課課長補佐）
道路保全を取り巻く最近の話題

（道路部 道永道路保全企画係長）

橋梁点検のポイント

（中技 山縣維持管理第二係長）

橋梁の補修・補強について

（中技 大下技術情報管理官）

新己斐橋
（広島市西区己斐本町） 取り付け擁壁の損傷を確認

講師からの助言足場から桁・床版を点検

広島県



橋梁保全に関する自治体支援研修・講習参加（Ｈ２６～Ｈ２９）

参加自治体（延べ1092人）
非参加自治体

岩美町
(５人)

鳥取市
(１７人)

倉吉市
(５人)

境港市
(３人)

米子市
(１３人)

湯梨浜町
(２人)

八頭町
(４人)

琴浦町
(３人)

南部町
(４人)

三朝町
(２人)

江府町
(３人)

日野町
(１人)

日南町
(３人)

北栄町
(１人)日吉津村 大山町

(１人)

伯耆町
若桜町

智頭町
(３人)

松江市
(１８人)

安来市
(10人)

出雲市
(２４人)

雲南市
(７人)

大田市
(６人)

江津市
(１６人)

浜田市
(４人)

益田市
(１８人)

奥出雲町
(７人)

川本町
(７人)

飯南町
(２人)

邑南町
(１６人)

美郷町
(７人)

津和野町
(４人)

吉賀町
(３人)

隠岐の島町
(７人)

西ノ島町

海土町

知夫町
(１人)

岡山市
(１６人)

津山市
(３０人)

笠岡市
(1６人)

浅口市
(２２人)

総社市
(１２人)

倉敷市
(１３人)

瀬戸内市
(１７人)井原市

(１５人)

備前市
（１７人)

赤磐市
(１２人)

玉野市
(１４人)

美作市
(６人)

久米南町
(７人)

勝央町
(３人)

真庭市
(１３人)

新見市
(１０人)

高梁市
(１１人)

奈義町
(２人)

西粟倉村
(１０人)

矢掛町
(１２人)

里庄村
１１人)

新庄村
(１人)

和気町
(５人)

吉備中央町
(１１人)

美咲町
(８人)

鏡野町
(１０人)

早島町
(８人)

尾道市
(８人)

福山市
(１０人)

呉市
(１５人)江田島市

(４人)

東広島市
(１４人)

庄原市
(９人)

広島市
(７３人) 三原市

(６人)

竹原市
(１４人)

廿日市市
(８人)

府中市
(５人)

大竹市
(６人)

神石高原町
(１０人)

世羅町
（３人）

北広島町
(８人)

安芸太田町
（１人）

府中町
（２人）

安芸高田市
（４人）

海田町
(５人)

三次市
(７人)

大崎上島町
(３人)

坂町
(２人)

熊野町
(１０人)

山口市

下関市
(１６人)

岩国市
(１人)

周南市
(２人)

宇部市
(６人)

柳井市
(２人)

光市
(２人)

防府市
(１人)

山陽小野田市
(２人)

下松市
(４人)

美祢市

萩市
(３人)

長門市

阿武町

田布施町
(１人)

平生町
(１人)

上関町
(１人)

周防大島町
(１人)

和木町

山口県 １２人

広島県 ４２人

岡山県 ５６人

島根県 １１５人

鳥取県 ４５人

平成29年12月1日現在（予定）



○構造物保全技術支援(助言)

各県道路メンテナンス会議では、構造物の管理・補修等についての相談に応じて
います。

最寄りの直轄事務所又は整備局へお気軽にご相談下さい。

1

自治体技術支援

(石 橋)

(木 橋)

(素掘りトンネル)



直轄診断実施箇所 措置

三島大橋（福島県三島町） 修繕代行事業

大渡ダム大橋（高知県仁淀川町） 修繕代行事業

大前橋（群馬県嬬恋村） 大規模修繕・更新補助事業

沼尾シェッド（福島県南会津郡下郷町） 修繕代行事業

猿飼橋（奈良県吉野郡十津川村） 修繕代行事業

呼子大橋（佐賀県唐津市呼子町） 修繕代行事業

万石橋（秋田県湯沢市） 修繕代行事業

御鉾橋（群馬県神流町） 修繕代行事業

音沢橋（富山県黒部市）

乙姫大橋（岐阜県中津川市）

○地方公共団体への支援として、要請により緊急的な対応が必要かつ高度な技術力を要する施設
について、地方整備局、国土技術政策総合研究所、土木研究所の職員等で構成する「道路メンテ
ナンス技術集団」による直轄診断を実施。

○診断の結果、診断内容や地域の実情等に応じ、修繕代行事業、大規模修繕・更新事業等を実施。

【直轄診断実施箇所とその後の対応】【全体の流れ】

【平成２９年度 直轄診断実施箇所】

■音沢橋（富山県黒部市） ■乙姫大橋（岐阜県中津川市）

＜乙姫大橋の状況＞＜音沢橋の状況＞

〈地方公共団体〉

点検・診断

〈道路メンテナンス会議〉

現地調査を踏まえ
直轄診断候補箇所の選定

〈国〉

直轄診断実施箇所の選定

直轄診断実施

結果とりまとめ

報告 推薦

報告

修繕代行事業、大規模修繕・更新補助事業等の実施

診断内容、地域の実情等に応じ、

年
度

H
26

年
度

H
27

耐候性鋼材に層状の剥離

下部工にASRによる
劣化が疑われる

鉄筋の露出

H28
年度

H29
年度

0

直轄診断の実施状況



大規模修繕・更新補助制度（集約化・撤去の活用） 資料⑤



大規模修繕・更新補助制度（集約化・撤去の活用）



大規模修繕・更新補助制度（集約化・撤去の活用）



公共施設等適正管理推進事業債の活用 資料⑥



交付金事業等における架替要件の厳格化等 資料⑦



交付金事業等における架替要件の厳格化等



技術支援の取り組み（県）

〇点検要領

⇒市町に対して，広島県が策定した橋梁定期点検要領を参考送付。

〇積算

⇒点検に係る業務委託の積算歩掛りを県で作成し，市町へ参考送付。

〇アセットマネジメントシステム

⇒県と市町が共通のシステムを使用していることから，システムエラーなど

早期な情報提供が可能。また，全市町のシステムについて，（一社）広島県

土木協会が一元管理していることから，点検結果の誤入力などの未然防止が可能。

〇研修

⇒点検要領の改定の説明やシステム操作研修を，県・（一社）広島県土木協会

が主催。

広島県内の市町（広島市を除く県内22市町）に対し，点検に係る次の支援

を実施している。

資料－⑧



資料－⑨
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橋梁の耐震補強の推進について



橋梁の耐震補強の推進について



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

道路の老朽化対策の状況について

資料５資料－⑪

170822 社会資本整備審議会 道路分科会 資料



道路分科会建議
○ 「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」

＜メンテナンスのファーストステージ＞
○ メンテナンスサイクルの確立

道路の老朽化対策に関する取組みの経緯

１

道路分科会建議 中間とりまとめ

○ 「６．持続可能で的確な維持管理・更新」

道路分科会 道路メンテナンス技術小委員会
○ 「道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて」

＜メンテナンスのセカンドステージ＞
○点検データ等を生かした戦略的・効率的な修繕等の推進

笹子トンネル天井板落下事故［H24.12.2］

道路ストックの集中点検実施［H25.2～］

トンネル内の道路附属物等の緊急点検実施［H24.12.7］

道路法の改正

定期点検に関する省令・告示 公布

定期点検要領通知

法令改正等老朽化対策に関する取組み

［H25.6］ ［H25.6］

［H26.4］

［H26.3］

［H26.6］

［H24.6］

定期点検に関する省令・告示 施行 ［H26.7］

［H26.7～］

［H29～］



○各道路管理者の責任で以下のメンテナンスサイクルを実施 ○メンテナンスサイクルを持続的に回す以下の仕組みを構築

※施設数はH29.3月時点

[予算]  

[技術]

（高速） ○高速道路更新事業の財源確保 （平成２６年法改正）

（直轄） ○点検、修繕予算は最優先で確保

（地方） ○複数年にわたり集中的に実施する大規模修繕・更新に対し
て支援する補助制度

[体制]

○都道府県ごとに『道路メンテナンス会議』を設置

○メンテナンス業務の地域一括発注や複数年契約を実施

○社会的に影響の大きな路線の施設等について、国の職員等から構
成される『道路メンテナンス技術集団』による『直轄診断』を実施

○重要性、緊急性の高い橋梁等は、必要に応じて、国や高速会社等
が点検や修繕等を代行（跨道橋等）

○地方公共団体の職員・民間企業の社員も対象とした研修の充実

○点検業務・修繕工事の適正な積算基準を設定

○点検・診断の知識・技能・実務経験を有する技術者確保のための資
格制度

○産学官によるメンテナンス技術の戦略的な技術開発を推進

[国民の理
解・協働]

○老朽化の現状や対策について、国民の理解と協働の取組みを推
進

[点検]

[診断]

[措置]

[記録]

○統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施

○橋梁（約７３万橋）・トンネル（約１万本）等は、国が定める統一的な
基準により、５年に１度、近接目視による全数監視を実施

○点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施し、必要な修繕が
できない場合は、通行規制・通行止め

○利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去

○適切な措置を講じない地方公共団体には国が勧告・指示

○点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える化）

『道路インフラ健診』

○過積載等の違反者への取締り・指導の強化[その他]

（ 省令・ 告示： Ｈ２６.３.３１公布、同年７.１施行）

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、 予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい
状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、 又は生じ
る可能性が著しく 高く 、 緊急に措置を講ずべ
き状態

道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（ 平成26年4月14日） の概要

２

Ⅱメンテナンスサイクルを回す仕組みを構築
Ⅰ メンテナンスサイクルを確定

（道路管理者の義務の明確化）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



33%

3%

39%

52%

53%

50%

14%

44%

11%

0.1%

0.5%

0.1%

道路附属物等

トンネル

橋梁

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある

Ⅰ－①点検、Ⅰ－②診断

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態

○ H26年7月からの定期点検が本格化し、平成26～28年度の累積点検実施率は、橋梁 約54%、
トンネル約47%、道路附属物等 約57%。

○ 診断した結果、緊急に措置が必要となるⅣ判定は、各施設とも非常に少ない割合。一方、早期に
措置が必要となるⅢ判定は、橋梁 約11%、トンネル 約44%、道路附属物等 約14%。

【出典】道路局調べ（H29.3末時点）

10%

15%

17%

20%

17%

24%

24%

18%

20%

24%

19%

18%

23%

31%

22%

橋梁

ト ンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度

平成29年度 平成30年度

（9%）

（13%）

（16%）

（19%）

（16%）

（21%）

54%

57%

47%
（18%）

（20%）

（26%）

点検実施率

（ ）内は各年度の点検実施率

点検計画

平成26年度 平成27年度 平成28年度

３

Ⅰー①点検（点検計画と点検実施率） Ⅰ－②診断（点検結果（H26～28累計））

（723,495）

（10,878）

（39,875）

（398,243）

（5,227）

（23,781）

※実施率は平成26年度の施設を対象に算出



Ⅰ－③措置、Ⅰー④記録

４

○措置については、損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う、「事後保全型」から、損傷が軽微な
うちに補修を行う「予防保全型」への転換を図る

○点検・診断結果等について、道路メンテナンス年報等により毎年度公表（平成２７年度～）

Ⅰー③措置 Ⅰ－④記録

■道路メンテナンス年報の公表

１．道路メンテナンス年報について

２．点検結果

（１）全国の橋梁・トンネル・道路附属物等

（２）最優先で点検すべき橋梁

３．点検実施状況

（１）全国の橋梁・トンネル・道路附属物等

（２）都道府県別の点検実施状況

（３）最優先で点検すべき橋梁 等

■ホームページによる公表

https://www.ipf.mlit.go.jp/ipf/

社会資本情報プラットフォーム（試行版）

「国土交通省インフラ長寿命化計
画（行動計画）」に基づき、施設
分野ごとに社会資本の基本情報
及び維持管理に関する情報を集
約し、分野（現在８分野）ごとの
データベースを構築
→「道路メンテナンス年報」の
データを収録

■点検・診断結果を踏まえ、修繕等の措置を実施

0% 10% 20%

H26
点検

H27
点検

判定区分Ⅲの修繕着手状況

10%

17%

0% 10% 20%

判定区分Ⅱの修繕着手状況

1%

3%

平成26・27年度に点検・診断を実施した橋梁の修繕着手率※は、判
定区分Ⅲで約１～２割。判定区分Ⅱはほとんどが未着手の状況。

■予防保全による措置事例（鋼製桁の場合）

桁の塗装劣化やさびの発生 塗装の塗り替え

対策例

H26
点検

H27
点検

※H26・27年度に判定区分Ⅱ・Ⅲと診断された橋梁のうち修繕（設計を含む）に着手した割合（H28.3末時点）

（9,612）

（14,489）

（31,832）

（72,733）



Ⅰー①点検（参考）：点検要領の策定状況

【国管理】道路点検要領

舗装点検要領〔平成29年3月〕

歩道橋定期点検要領〔平成26年6月〕

道路のり面工・土工構造物の調査要領（案）
〔平成25年2月〕

橋
梁

ト
ン
ネ
ル

舗
装

土
工

附
属
物
等

○ 主要５分野（橋梁、トンネル、舗装、土工、附属物等）の点検要領を策定

橋梁定期点検要領〔平成26年6月〕

道路トンネル定期点検要領〔平成26年6月〕

ｼｪｯﾄﾞ、大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ等定期点検要領〔平成26年6月〕

附属物（標識、照明施設等）点検要領
〔平成26年6月〕

小規模附属物点検要領〔平成29年3月〕（※）

【全道路】定期点検要領（技術的助言）

舗装点検要領〔平成28年10月〕（※）

横断歩道橋定期点検要領〔平成26年6月〕

道路土工構造物点検要領〔平成29年度策定予定〕（※）

道路橋定期点検要領〔平成26年6月〕

道路トンネル定期点検要領〔平成26年6月〕

ｼｪｯﾄﾞ、大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ等定期点検要領〔平成26年6月〕

門型標識等定期点検要領〔平成26年6月〕

※社会資本整備審議会道路分科会道路技術小委員会にて調査・検討を実施（H26.12：第1回～H29.6：第8回）
このほか、新設・改築に関する以下の技術基準についても、調査・検討を実施

「道路土工構造物技術基準」、「道路標識設置基準」、「道路緑化技術基準」、「電線等の埋設物に関する設置基準」、
「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」、「橋、高架の道路等の技術基準（道路橋示方書）」 ５



○各道路管理者の責任で以下のメンテナンスサイクルを実施 ○メンテナンスサイクルを持続的に回す以下の仕組みを構築

※施設数はH29.3月時点

[予算]  

[技術]

（高速） ○高速道路更新事業の財源確保 （平成２６年法改正）

（直轄） ○点検、修繕予算は最優先で確保

（地方） ○複数年にわたり集中的に実施する大規模修繕・更新に対し
て支援する補助制度

[体制]

○都道府県ごとに『道路メンテナンス会議』を設置

○メンテナンス業務の地域一括発注や複数年契約を実施

○社会的に影響の大きな路線の施設等について、国の職員等から構
成される『道路メンテナンス技術集団』による『直轄診断』を実施

○重要性、緊急性の高い橋梁等は、必要に応じて、国や高速会社等
が点検や修繕等を代行（跨道橋等）

○地方公共団体の職員・民間企業の社員も対象とした研修の充実

○点検業務・修繕工事の適正な積算基準を設定

○点検・診断の知識・技能・実務経験を有する技術者確保のための資
格制度

○産学官によるメンテナンス技術の戦略的な技術開発を推進

[国民の理
解・協働]

○老朽化の現状や対策について、国民の理解と協働の取組みを推
進

[点検]

[診断]

[措置]

[記録]

○統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施

○橋梁（約７３万橋）・トンネル（約１万本）等は、国が定める統一的な
基準により、５年に１度、近接目視による全数監視を実施

○点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施し、必要な修繕が
できない場合は、通行規制・通行止め

○利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去

○適切な措置を講じない地方公共団体には国が勧告・指示

○点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える化）

『道路インフラ健診』

○過積載等の違反者への取締り・指導の強化[その他]

（ 省令・ 告示： Ｈ２６.３.３１公布、同年７.１施行）

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、 予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい
状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、 又は生じ
る可能性が著しく 高く 、 緊急に措置を講ずべ
き状態

道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（ 平成26年4月14日） の概要

６

Ⅱメンテナンスサイクルを回す仕組みを構築
Ⅰ メンテナンスサイクルを確定

（道路管理者の義務の明確化）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



○ 道路法等の一部を改正する法律（H26.6）

建設債務の償還

H62

更新費の
償還

H17

料
金
水
準

料金徴収期間H77

①計画的な更新を行う枠組みの構築

・ 高速道路機構・高速道路会社間の協定と、高速道路機構の業務実施計画に、更新事業を明記（国土交
通大臣が業務実施計画を認可）【高速道路機構法】

②更新需要に対応した新たな料金徴収年限の設定（世代間の負担の平準化） 【道路整備特措法】

更新後（イメージ）

・海水面から一定程度離れた高架構造とするため、桟橋全体を架け替え
・工事中の交通への影響軽減のため、迂回路を設置
・平成30年度は、上り線の下部工、上部工を実施予定。

○ 高速道路の更新

コンクリートの剥離、鉄筋腐食が発生

＜更新の事例：首都高速 東品川桟橋・鮫洲埋立部＞

Ⅱー⑤予算（高速）：高速道路における更新計画

７

施工状況（ 平成29年2月）

迂回路上部工



○大規模修繕・更新に対して複数年にわたり集中的に支援を行うことにより、地方公共団体における

老朽化対策を推進し、地域の道路網の安全性・信頼性を確保

＜事業の要件＞
・都道府県・政令市の管理する道路：全体事業費１００億円以上
・市区町村の管理する道路：全体事業費 ３億円以上
・インフラ長寿命化計画（行動計画）において、引き続き存置が必要とされ

ているものであること
・点検・診断等を実施し、その診断結果が公表されている施設であること
・長寿命化修繕計画（個別施設計画）に位置付けられたものであること

■集約化・撤去の事例

○迂回路の「交差点改良」や「道路拡幅」を実施し、
通行止めとなっている老朽橋を「撤去」

隣接橋に接続する道路の改良

整備前 整備後

左折困難

整備前 整備後

左折可能

「 道路拡幅」

「 撤去」 「 交差点改良」
市道○号線

交差点改良の概要

全景

■大規模修繕・更新の事例

道路拡幅の概要

落合橋（岡山県真庭市）

○鋼材の腐食が著しい橋梁を集中的に修繕

鋼材の腐食

下ノ加江橋（高知県土佐清水市）

○主部材の著しい損傷により更新

主桁の剥離、鉄筋露出
８

※平成２９年度には、集約化・撤去を対象として拡充

Ⅱ－⑤予算（地方）：大規模修繕・更新補助制度の導入（平成27年度創設）

おち あい ばし

しも の か え ばし

ま にわ し

と さ し みず し



直轄診断実施箇所 措置

三島大橋
み しま まち

（福島県三島町）
修繕代行事業

大渡ダム大橋
に よど がわ ちょう

（高知県仁淀川町）
修繕代行事業

大前橋
つま ごい むら

（群馬県嬬恋村）

大規模修繕・更新
補助事業（更新）

沼尾シェッド
しも ごう まち

（福島県下郷町）
修繕代行事業

猿飼橋
と つ かわ むら

（奈良県十津川村）
修繕代行事業

呼子大橋
から つ し

（佐賀県唐津市）
修繕代行事業

万石橋
ゆ ざわ し

（秋田県湯沢市）
修繕代行事業

御鉾橋
かん な まち

（群馬県神流町）
修繕代行事業

Ⅱ－⑥体制：道路メンテナンス技術集団による直轄診断

○地方公共団体への支援策の一つとして、緊急かつ高度な技術力を要する可能性が高い施設につ
いて直轄診断を実施（平成26年度～）

■直轄診断実施箇所とその後の対応 ■平成28年度 直轄診断実施箇所 （平成29年度 修繕代行事業箇所）

年
度

H
26

主桁のひびわれ 鉄筋の露出

主桁の変形橋脚の洗掘

洗掘範囲

橋脚基部側面図

単位（mm)

洗掘範囲

９

年
度

H
27

年
度

H
28

万石橋（秋田県湯沢市）

御鉾橋（群馬県神流町）

まん ごく ばし ゆ ざわ し

み ほこ ばし かん な まち

み しま おお はし

おお ど おお はし

おお まえ はし

ぬま お

さる かい ばし

よぶ こ おお はし

まん ごく ばし

み ほこ ばし



Ⅱ－⑥体制、Ⅱー⑦技術

○地方公共団体等の職員を対象とした技術レベル
に併せた研修を実施。（平成26年度～）

Ⅱ－⑥体制（研修の実施） Ⅱ－⑦技術（点検診断に関する技術者資格）

＜初級研修＞

・法令に基づく定期点検及び補修・補強工法選択の
判断に必要な基礎的知識・技能の取得
※平成26～28年度：約3,400名が受講

（平成26年度から、5年間の目標人数5,000人）

＜中級研修＞

・点検・検査・診断・補修補強の監督に必要な知識・
技術を取得

＜特論研修＞

・三大損傷（疲労・塩害・アルカリ骨材反応）の発生
要因や対策技術などの専門的知識の取得

■登録した施設分野

分野 施設
登録資格数

計 点検 診断

道路

橋梁（ 鋼橋） 42 26 16

橋梁（ ｺﾝｸﾘー ﾄ橋） 42 26 16

ト ンネル 26 16 10

道路計 110 68 42

河川 7

海岸 6

港湾 4

延べ登録資格数 127

H29.4.1 現在

＜省略＞

○点検・診断に必要な知識・技術を明確化し、それ
を満たす民間技術者資格を公募・登録（平成26年
度～）

○平成29年2月までに合計110件の民間資格を登録

１０

■研修体系



１１

非破壊検査導入前後の検査費用の比較

＜全国の橋梁の平均橋面積（218㎡）あたりの検査費用＞

（千円）

0

20

40

60

80

100

120

打音検査 非破壊検査

約2割
約11万円

約8万円

導入前
（全て打音）

導入後
（非破壊スクリーニング＋打音）

目視及びハンマーによる打音検査

非破壊検査（赤外線調査）によるスクリーニング※

※異常が疑われる箇所に対して打音検査を実施 H29年度より約270橋で
試行予定

※ 土木設計業務等標準積算基準、建設物価（2017.1）、
H29技術者単価、H29労務単価より算出

※非破壊検査によるスクリーニング率を3%と仮定
（H27年度試行結果より）

出典：第61回 道路分科会 基本政策部会資料 平成29年4月

従来の方法

新技術を活用した方法

《橋梁のコンクリートのうき及び剥離》 ■コスト縮減の試算例
（コンクリートのうきを調べる非破壊検査技術）

橋梁点検車による点検

Ⅱ－⑦技術：新技術による効率的・効果的なメンテナンスの実現

○新技術の導入によるメンテナンス費用の縮減に向け、要求性能を満たす民間技術について、現場
導入を積極的に推進



Ⅱ－⑧国民の理解・協働：国民への周知・理解の醸成

・様々な主体（産学官民）、複数の主体によるメンテナンス活動
を表彰し、公表（インフラメンテナンス国民会議による「インフラ
メンテナンス大賞」との連携）

親子で橋梁点検を体験

萬代橋130周年シンポジウムの開催 千住大橋の長寿を祝う会の開催

小学生の副読本を作成道の駅や公共施設等での
パネル展

１２

○道路構造物の老朽化の現状や、メンテナンスの活動等の「見える化」を充実させ、国民の理解と協
働の取組みを推進

・老朽化の現状、メンテナンスの重要性の訴求

・「大切に長く使う」といった理念の普及

＜萬代橋（新潟県）＞ ＜千住大橋（東京都）＞

第１回インフラメンテナンス大賞（国土交通大臣賞）

案件名：しゅうニャン橋守隊（ＣＡＴＳ－Ｂ）による猫の手メンテナンス活動代表団
体名：しゅうにニャン橋守隊（山口県周南市）

■老朽化パネル展、親子学習会、副読本

■長寿橋梁式典

■メンテナンス活動の表彰

ばんだいばし せんじゅおおはし



※自動計測装置（全国39箇所）データから試算

１３

○過積載等の違反者に対しては、動的荷重計測装置（Weigh-in-motion)による自動取締りを強化
○取締り時の違反者への荷主情報の聴取等、荷主にも責任とコスト等を適切に分担

悪質な重量制限違反者への即時告発の実施

動的荷重計測装置（WIM）の配備

Ⅱ－⑨その他：過積載撲滅に向けた取組（ＷＩＭの配備・取締の強化）

重量が基準の2倍以上の悪質な

違反者を即時告発する制度を平成

27年2月より導入。高速道路におい

てこれまでに31件を告発（うち、起訴

（略式請求含む）8件）。

WIMによる自動取締りに

ついて、真に実効性を上げ

る取組を強化するため、

WIMの配備を増強。

過積載車両が道路橋に与える影響

特殊車両における過積載の割合

32%

34%

33%
31% 33%

0%

20%

40%

60%

H24 H25 H26 H27 H28

(直轄国道41箇所、高速道路約129箇所(平成29年3月末現在）)

荷主にも責任等を適切に分担

荷主にも過積載の責任を課すた

め、今後、取締り時の荷主情報の

聴取及び荷主への勧告を強化する

とともに、新たに特車許可申請に

荷主情報を記載する方式を導入。

荷主から
強要を受けた

経験あり
15%

荷主から強要を受けた
経験なし・無回答

75%

※自動計測装置（全国39箇所）データ 【全日本トラック協会へのアンケート結果】

過
積
載
の
割
合

特殊車両の約3割が過積載車両

0.3%の過積載車両が道路橋の劣化に与える影響度

は、全交通の約9割を占める。



メンテナンスのセカンドステージへ

１４

○今後、加速度的に増加する老朽化インフラに対応するにあたり、メンテナンスのセカンドステージと

して、以下の取組を実施

（１）予防保全を前提としたメンテナンスの
計画的な実施

（２）新技術の導入等による長寿命化・コスト縮減

（３）過積載撲滅に向けた取組の強化

（４）集約化・撤去による管理施設数の削減

（５）適正な予算等の確保

（６）地方への国による技術支援の充実

•定期的な点検・診断の結果等のデータ蓄積・共有

•民間技術活用に向けた、評価技術の現場導入、公募テー
マの拡充

•取締り時の違反者への荷主情報の聴取、荷主も関与した特車
許可申請の実施

•OBW（車載型荷重計測システム）の装着を促す仕組みの導入

•ガイドラインや事例集を作成し、道路施設の集約化・撤去
の推進をサポート

•点検結果の蓄積・コスト縮減策を踏まえ将来必要額の検討

•技術者派遣制度の構築・運用
•直轄国道事務所や研究機関による技術的支援体制の構築

※下線：今後実施する取組
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（６）個別施設計画の策定状況（平成 28 年度末時点）
○ 各道路管理者は、橋梁・ ト ンネル・ 大型の構造物定期的な点検・ 診断の結果に基づき

個別施設計画※を策定（ 地方公共団体は平成32年度までに策定予定）。

○ 平成28 年度末時点の個別施設計画の策定率は、 橋梁で約65%、 管理者別では、 都道

府県・ 政令市等 約75%、 市町村 約64%。

○ その他、 ト ンネル及び大型の構造物の策定率は、 それぞれ約26%、 約31%。

○インフラ長寿命化計画の体系

○個別施設計画の策定状況（平成 28 年度末時点）

・個別施設計画（道路）の策定期限
⇒国：H28年度（策定済）
⇒地方公共団体：H32年度

インフラ長寿命化基本計画
【国】

（平成25年11月策定）

インフラ長寿命化計画
【国交省】

（平成26年5月策定）

インフラ長寿命化計画
【地方公共団体】

（平成28年度までに策定）

公共施設等
総合管理計画＝

道路 河川 空港

基
本
計
画

行
動
計
画

個
別
施
設
計
画

公共施設等総合管理計画
の策定指針（総務省）

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁

道路 河川 空港

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁
・・・ ・・・

※

※1,825 団体中 1,809 団体で策定済み（平成 28 年度末時点）

0 20 40 60 80 100

国土交通省

高速道路会社

都道府県・

政令市等

市町村

全体

0 20 40 60 80 100

国土交通省

高速道路会社

都道府県・

政令市等

市町村

全体

0 20 40 60 80 100

国土交通省

高速道路会社

都道府県・

政令市等

市町村

全体

〈橋梁〉 〈トンネル〉 〈大型の構造物〉

( 10 )

( 6 )

( 97 )

( 1,715 )

( 1,828 )

( 10 ) 100%

( 6 ) 100%

75%( 73 )

64%( 1,104 )

( 1,193 ) 65%

100% 100%( 10 ) ( 10 )

( 6 ) ( 6 )100% 100%

( 63 ) 71%

18%

26%

(109)

(188)

( 711 )

( 606 )

( 89 )

( 6 )

( 10 )

( 723 )

( 615 )

( 92 )

( 6 )

( 10 )

67%( 62 )

24%( 145 )

( 223 ) 31%

※（）は団体数 ※市町村は特別区を含む

※割合は個別施設計画策定対象の施設を管理する団体数により算出

※大型の構造物は横断歩道橋、門型標識、シェッド、大型カルバートであり、いずれかの施設の個別施設計画が策定されていれ

ば策定済みとしている

※維持管理・更新等にかかるトータルコストの縮減・平準化を図る上で点検・診断等の結果を踏まえた個別施設毎の具体の

対応方針を定めた計画



修繕費用の将来推計



修繕費用の将来推計



道路土工構造物点検要領について

資料ー⑭



（１）．道路土工構造物とは

（２）．道路土工構造物の特性・特徴

（３）．近年の状況変化

（４）．道路土工構造物のマネジメント

（５）．道路土工構造物技術基準

（６）．道路土工構造物点検要領

主なメニュー

1



斜面（自然）

切土
のり面

盛 土

法面
保護施設

法面保護
施設

斜面安定施設
法面

保護施設

道路土工
構造物

切 土

盛土
のり面

ｶﾙﾊﾞｰﾄ

（１）．道路土工構造物等とは

道路土工構造物等

切土・斜面安定施設

2



（１）．道路土工構造物の定義

切土（法面保護）

擁壁

盛土 ボックスカルバート

モルタル吹付

アンカー

法枠

落石防護網 ロックシェッド

盛土（補強土壁）

●切土・斜面安定施設

●盛土 ●カルバート

アーチカルバート

斜面安定施設切土

切土

○ 道路土工構造物
道路を建設するために構築する土砂や岩石等の地盤材料を主材料として構成
される構造物及びそれらに附帯する構造物の総称をいい、切土・斜面安定施設、
盛土、カルバート及びこれらに類するものをいう。

3



・盛土内の湧水に起因
する崩壊

・表層流水に起因
する崩壊

切土のり面崩壊

30%

自然斜面崩壊

28%

土石流 14%

盛土

崩壊

10%

落石

9%

擁壁崩壊

1%

護岸崩壊

2%

倒木 2% 陥没 2%

その他 2%

○ 道路土工構造物は、道路を構成する主要構造物であり施設量が膨大
○ 豪雨や地震などの自然現象を原因とした様々な損傷メカニズムが存在
○ 自然斜面や地山などの不均質性から現状では損傷を予見するには限界

盛土のり面 補強土壁 擁壁

擁壁切土のり面 のり面保護施設

路面

◆道路土工構造物等の施設延長

◆道路土工構造物断面イメージ

【道路土工構造物等構成・施設量】

◆地震による被災

◆豪雨による被災

・盛土の基礎地盤に起因
する崩壊

・地山の地質に起因
する崩壊

【多様な損傷メカニズム】

◆豪雨・台風による損傷が大多数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速自動車国道

直轄国道

都道府県管理

市町村道

全道計

橋梁 トンネル 土工構造物等 その他(市街地)

約1,000,000 km (78%)

約 840,000 km (79%)

約 141,000 km (78%)

約 16,000 km (59%)

約 5,000 km (58%)

(国交省調べ)

※施設延長：道路統計年報(H26.4)
※その他延長(市街地)：道路統計年報延長×H22センサスの沿道区分計数より推計

＜切土＞

盛土

切土

＜盛土＞

【直轄国道】
全面通行止め
となった被災
２４１件

（2004-2014）

92%

8%

（２）．道路土工構造物の特性・特徴
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◆新東名など大型土工構造物が増加

東名、名神の盛土高は、１０ｍ（２段）以下
がほとんど

新東名 清水ＰＡ付近の盛土(H=90m 14段）

強風化・土砂化斜面での崩壊例

◆道路土工構造物の老朽化

○他の道路施設と同様に土工構造物に
おいても、風化の進行や防災対策施設の
老朽化が進行

法枠工の老朽化損傷

新東名、新名神では、盛土高が８０ｍを
超えるものも建設

〇 従来の経験工学に基づく設計範囲を超える大規模な道路土工構造物が増加
〇 道路土工構造物においても、風化や老朽化が進行

（３）．近年の状況変化
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◆平成２８年熊本地震での構造物別被害状況

トンネル

2

橋梁 20

土工構造物

93

橋 梁 ：兵庫県南部地震以降の基準を
適用したと考えられる橋のう
ち熊本地震により何らかの被
災が生じた橋梁数

トンネル ：熊本地震により被災した
トンネル数

土工構造物：熊本地震により被災した
土工構造物数

（主な被災箇所）（構造物別被災箇所数）

（道路土工構造物の被災状況）

盛土崩壊

九州自動車道 益城町
ましきまち

国道４４５号 御船町滝尾
みふねまちたきお

国道４４３号 益城町

事 象
緊急
輸送
道路

緊急
輸送
道路
以外

計

道路土工構
造物の損傷

46
(50%)

47
(50%)

93

斜面崩壊
40

(51%)
38

(49%) 
78

切土のり面
崩壊

4
(44%)

5
(56%)

9

盛土崩壊
2

(33%)
4

(67%)
6

落石・岩盤崩壊

国道２１２号 大山町西大山
おおやままちにしおおやま

ましきまち

〇 耐震補強が進む橋梁に対し、近年の災害においても道路土工構造物の崩壊が緊急
輸送に大きく影響

震度５強以上を観測した地域

通行止め箇所（１ヶ月以内で解除）

通行止め箇所（１ヶ月以上継続）

（単位：箇所数）

（３）．近年の状況変化 ～熊本地震の被害状況～
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道路土工構造物技術基準(H27.3)
〇国として技術基準を制定し、道路機能への影響の観点からの作用、要求性能など設計の基本的考え方を規定

新たなマネジメント

通行規制

〇事前通行規制（連続雨量・組合せ雨量等）

道路土工構造物への点検の試行

〇変状などの予兆の把握や効率的な修繕の実施に必要
な情報を得るため、重要度が高く規模の大きな構造
物（特定土工構造物）の特定点検制度を導入

〇この他、全ての構造物に点検を試行導入
〇点検技術の開発や点検の進捗による知見の収集を踏
まえ、必要に応じて、特定点検の対象の拡大を検討

科学的知見を導入したより安全・合理的な通行規制の導入

〇土中の残留水分量を考慮した指標等の科学的根拠に基
づく通行規制基準の導入を検討

道路巡視・危険度調査など

〇日常巡視、定期巡視、異常時巡視など

〇災害の発生危険度の高い箇所を調査

災害や危険性の高い箇所を対象とし、損傷
を見つけてから対策

巡視・危険度調査の高度化

〇巡視及び危険度調査を継続
〇リモートセンシング技術などを活用した斜面変動
などの異状検知技術を検討

復旧難易度や老朽化の進行等に対する予防的な対応も導入

高速道路会社

〇重要度の高い土工構造物等について、点検を実施
例：切土３段以上の長大のり面、崩壊・補修履歴のある
のり面

頻度：１回以上／５年

高速道路会社を除き
点検未実施

従 来

技術開発の継続

〇道路土工構造物に関する点検データの収集と蓄積により、劣化や崩壊メカニズムの解明な向けた分析や道路
土工構造物の予防保全に係る技術開発を継続

（４）．道路土工構造物等の新たなマネジメント
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（４）．道路に関する主な技術基準

道路土工構造物設置基準

附
属
物
等

橋
梁

ト
ン
ネ
ル

舗
装

土
工

道路トンネル技術基準

舗装の構造に関する技術基準

道路標識設置基準

道路照明施設設置基準

新設・改築に関する技術基準

定期点検要領

定期点検要領

定期点検要領
（シェッド・大型カルバート）

定期点検要領
（門型標識・情報板）

点検要領
（門型以外の標識・照明）

維持・修繕に関する技術基準

点検要領（H29.8策定）
（切土・盛土・擁壁）

点検要領

橋、高架の道路等の技術基準（H29.7改定）

道路緑化技術基準 （維持管理の内容を含む）

※代表的なものを記載

立体横断施設技術基準 定期点検要領（横断歩道橋）

５年に一度近接目視

５年に一度近接目視

５年に一度近接目視

５年に一度近接目視

５年に一度近接目視

防護柵の設置基準 （維持管理の内容を含む）

道路トンネル非常用施設設置基準（改定中）

※トンネル内に設置している附属物を取り外
すための金属類やアンカー等を含む
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１）．道路土工構造物の位置づけ （法・政令）

○第２６条 （排水施設）

道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設
を設けるものとする

○第２９条 （道路の構造の原則）

道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況
を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することがで
きるものでなければならない。

○道路法

○第３０条 （道路の構造の基準）

高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
八 排水施設
十一 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設

○道路構造令

○第３３条 （防雪施設その他の防護施設）

２ （前略） 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれ
がある箇所には、さく、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

9



２ ） ．技術基準の内容 （作用）

４－２ 作用

（１）常時の作用
常に道路土工構造物に影響する作用とする。

（２）降雨の作用

地域の降雨特性、道路土工構造物の立地条件、路線の重要性
を勘案して設定される供用期間中に通常経験する降雨に基づく作
用とする。

（３）地震動の作用
１）レベル１地震動
供用期間中に発生する確率が高い地震動

２）レベル２地震動
供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度をもつ地震動

土圧

活荷重

自重

慣性力

地震動

常時のイメージ

降雨のイメージ

地震動のイメージ

降雨

浸透

水圧
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３ ） ．技術基準の内容 （要求性能）

４－３ 要求性能

（１）道路土工構造物の要求性能は、（３）に示す重要度の区分を勘案し、かつ、当該道路土工構造物
に連続あるいは隣接する構造物等の要求性能・影響を勘案して、４－２の作用及びこれらの組合
せに対して（２）から選定する。

（２）道路土工構造物の要求性能は、安全性、使用性、修復性の観点から次のとおりとする。
性能１：道路土工構造物は健全、または、道路土工構造物は損傷するが、当該区間の道路として

の機能に支障を及ぼさない

性能２：道路土工構造物の損傷が限定的なものにとどまり、当該区間の道路の機能の一部に支障
を及ぼすが、すみやかに回復できる

性能３：道路土工構造物の損傷が，当該区間の道路の機能に支障を及ぼすが、致命的なものとな
らない

（３）道路土工構造物の重要度の区分は、次のとおりとする。
重要度１：下記(ア)、(イ)に示す道路土工構造物

(ア)下記のうち、損傷すると道路の機能に著しい影響を与える道路土工構造物
・高速自動車国道、都市高速道路、指定都市高速道路、本州四国連絡道路、一般国道に
設置される道路土工構造物

・都道府県道、市町村道のうち、地域の防災計画上の位置づけや利用状況等から、特に
重要な道路に設置される道路土工構造物

(イ)損傷すると隣接する施設に著しい影響を与える道路土工構造物
重要度２：上記以外の道路土工構造物
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３ ） ．技術基準の内容 （要求性能）

○要求性能のイメージ
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３ ） ．技術基準の内容 （要求性能）

○連続・隣接する構造物との要求性能の整合のイメージ 作用：地震動（レベル２）

落石防護工

性能２

擁壁工

性能２

切土のり面工

性能２

性能２

グラウンドアンカー工

落石防護工

性能２

補強土壁

耐震性能２ 性能２補強土壁

橋梁性能２

盛土

性能２

切土のり面工

性能２

切土のり面工

橋梁

耐震性能２擁壁 擁壁

性能２ 性能２
盛土

性能２

盛土

性能２

カルバート

性能２

スノーシェッド

性能２

切土のり面工

性能２

は、他の構造物の要求性能

は、連続する構造物の要求性能を勘案し、設定する性能

切土のり面工

性能２

ロックシェッド

性能２

落石防護工

性能３

擁壁工

性能３

切土のり面工

性能３

性能３

グラウンドアンカー工

落石防護工

性能３

補強土壁

耐震性能３ 性能３補強土壁

橋梁性能３

盛土

性能３

切土のり面工

性能３

切土のり面工

橋梁

耐震性能３擁壁 擁壁

性能３ 性能３
盛土

性能３

盛土

性能３

カルバート

性能３

スノーシェッド

性能３

切土のり面工

ロックシェッド

性能３

は、他の構造物の要求性能

は、連続する構造物の要求性能を勘案し、設定する性能

切土のり面工

性能３

性能３

重要度１：直轄国道・主要地方道イメージ 重要度２：市町村道イメージ
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３ ） ．技術基準の内容 （排水処理等）

○排水処理

４－４－１ 切土・斜面安定施設
(4)切土は、雨水や湧水等を速やかに排除する構造となるよう設計する。
(5)斜面安定施設は、表流水、地下水、湧水等を速やかに排除するよう設計する。

○施工時における設計時の前提条件との適合

第５章 道路土工構造物の施工
(1)道路土工構造物の施工は、設計において前提とした条件が満たされるよう行わなければな
らない。

４－４－３ カルバート
(2)カルバート裏込め部は，雨水や湧水等を速やかに排除する構造となるよう設計
する。

４－４－２ 盛土
(3)盛土は、雨水や湧水等を速やかに排除する構造となるよう設計する。

切土・斜面安定施設
のイメージ

盛土のイメージ

カルバートのイメージ

排水溝
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（６）道路土工構造物点検要領について(H29.8)



（日常巡視：車上から視認でき
る範囲で状況を把握）

（異常時巡視：豪雨や地震に
よる災害発生の実態を把握）

【変状の把握】 【事前通行規制】【危険度調査】

・道路の異状、破損等など交通に支障を与える障害発生
等の危険を把握する。

・豪雨、豪雪等により災害に至る可能
性がある箇所について、調査を実施

・異常気象による災害発生のおそれがある箇所
について、過去の記録などを基に規制の基準等
を定め、災害が発生する前に通行規制を実施

〇 巡視や危険度調査等により変状を把握し防災対策を実施
被災後に現況復旧を行うなど、事後的な対応を基本としたマネジメントを実施

〇 一部管理者で点検が実施されているものの、統一的な点検に基づく予防保全の取
組は未実施

道路土工構造物等

道路土工構造物 自然斜面

変 状
把 握

日常、定期、異常時の巡視、住民からの通報など

道路ストック総点検（Ｈ２５） 危険度調査（Ｈ８道路防災総点検等）

規 制
経験的に定めた連続雨量による通行規制（Ｓ４５～）

時間雨量と連続雨量の組合せによる通行規制の試行（Ｈ２７～）

復 旧 被災後の現況復旧

（危険度調査状況） （事前通行規制状況）

１ ） ．道路土工構造物等のマネジメント
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本要領の位置付け

【H26.6策定済】

シェッド・大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ

本要領は、道路法上の道路における道路土工構造物のうち、すでに点検要領が策定されている
シェッド、大型カルバート等を除くものの点検に適用

１．適用の範囲

擁壁

盛土 ボックスカルバート

のり枠 ロックシェッド

盛土（補強土壁）

＜切土・斜面安定施設＞

＜盛土＞ ＜カルバート＞

斜面安定施設切土

切土（のり面保護）

大型ボックスカルバート

本要領は、道路土工構造物を対象とした、道路法施行令第３５条の２第１項第二号の規定に基づいて行
う点検について、基本的な事項を示したもの

なお、道路の重要度、施設の規模、新技術の適用などを踏まえ、独自に実施している道路管理者の既存
の取組みや、道路管理者が必要に応じてより詳細な点検、記録を行うことを妨げるものではない

〇自然斜面は、道路土工構造物でないことから本要領の対象外とし、事前通行規制や「道路防災総点
検」(平成8年)等の既存の取組み方法を引き続き活用

道
路
土
工
構
造
物

２ ） ．位置付けと適用の範囲
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２ ） ．点検の目的と用語の定義

道路土工構造物の安全性の向上及び効率的な維持修繕を図るため、道路土工構造物の変状を把握
するとともに、措置の必要性の判断を行うことを目的

２．点検の目的

〇長大切土については、のり面の高さの正確な把握が難しい場合や既存の取組みなどを踏まえ、小
段３段より高い切土のり面、としてもよい。同様に、高盛土についても、小段２段より高い盛土
のり面、としてもよい。

（１）特定道路土工構造物

技術基準に規定された重要度１のうち該当する長大切土又は高盛土のこと

（ａ）長大切土：切土高おおむね１５ｍ以上の切土で、これを構成する切土のり面
のり面保護施設、排水施設等を含む

（ｂ）高盛土 ：盛土高おおむね１０ｍ以上の盛土で、盛土のり面、のり面保護施設、
排水施設等を含む

（２）区域：道路土工構造物の点検の単位のこと

３．用語の定義

（参考）
「重要度１」の道路土工構造物は以下のとおり
（ア）下記に掲げる道路に存する道路土工構造物のうち、当該道路の機能への影響が著しいもの

・高速自動車国道、都市高速道路、指定都市高速道路、本州四国連絡高速道路及び一般国道
・都道府県及び市町村道のうち、地域の防災計画上の位置づけや利用状況等に鑑みて、特に重要な道路

（イ）損傷すると隣接する施設に著しい影響を与える道路土工構造物
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〇点検の単位は、複数の施設を一つの構造物ととらえたものを１区域として設定。

自然斜面

のり高
（切土のり面）

のり高
（盛土のり面）

点検の単位

自然斜面を含む範囲※２

※１ 被災形態が同一のり面で異なる場合や、記録の整理方法を考慮する場合などは、適当な
区間で分割してよい。

※２ 自然斜面がのり面の崩壊に影響を及ぼす要因である場合や、のり面の崩壊に伴う変状が
のり面周辺の自然斜面にあらわれる場合などは、自然斜面を含む区域を点検対象とすること
が望ましい。

アンカー

２ ） ．道路土工構造物の区域の考え方
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道路土工構造物の崩壊に繋がる変状を把握し、健全性を評価し、適切な措置を講ずることで、道
路土工構造物の崩壊を最小限に留めるために通常点検を実施

さらに、特定道路土工構造物については、大規模な崩壊を起こした際の社会的な影響が大きいこ
とから、頻度を定めて定期的に点検（特定土工点検）を行い、健全性を評価

４．点検の基本的な考え方

内容

重要度１ 重要度２

道
路
土
工
構
造
物

大型カルバート
シェッド

定期点検要領策定済み
（平成２６年６月）

道路土工構造物
（上記を除く）

【通常点検】
特定道路土工構造物を含む全ての道路土工構造物を対象

【特定土工点検】
特定道路土工構造物

・長大切土
・高 盛 土

自然
斜面

【危険度調査】
道路防災総点検など

規模が小さい

規模が大きい

２ ） ．点検の基本的な考え方
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特定道路土工構造物の健全性の診断は以下の判定区分により行う

２ ） ．特定道路土工構造物（特定土工構造物点検）

（１）特定土工点検の頻度は、５年に１回を目安として道路管理者が適切に設定
（２）特定土工点検は、近接目視（小段やのり肩からの目視）により行うことを基本

５－１．点検の方法

特定土工点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者がこれを行う

５－２．点検の体制

〇詳細点検にあたっては、施設等の外形的な形状・性質・寸法等の変状に基づく評価に加え、道路
土工構造物の変状要因を推定することが必要

〇道路土工構造物の被災形態や地盤を原因とした災害に関する知識と知見が重要

判定区分 判定の内容

Ⅰ 健全
変状はない、もしくは変状があっても対策が必要ない場合（道路の機能に支障が生じ
ていない状態）

Ⅱ 経過観察段階
変状が確認され、変状の進行度合いの観察が一定期間必要な場合（道路の機能に支障
が生じていないが、別途、詳細な調査の実施や定期的な観察などの措置が望ましい状
態）

Ⅲ 早期措置段階

変状が確認され、かつ次回点検までにさらに進行すると想定されることから構造物の
崩壊が予想されるため、できるだけ速やかに措置を講ずることが望ましい場合（道路
の機能に支障は生じていないが、次回点検までに支障が生じる可能性があり、できるだけ速
やかに措置を講じることが望ましい状態）

Ⅳ 緊急措置段階
変状が著しく、大規模な崩壊に繋がるおそれがあると判断され、緊急的な措置が必要
な場合（道路の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措
置を講ずべき状態）

５－３．健全性の診断
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５－５．記録

点検、診断、措置の結果を記録し、当該特定
道路土工構造物が供用されている期間はこれを
保存

〇巡視時に記録した情報も共有化し、整理・保存。
〇のり面を構成する各施設の点検結果を記載すると
ともに、のり面の現状の全体像が総括的に理解でき
るように記載。

健全性の診断に基づき、適切な方法と時期を決定
し、必要な措置を講ずる

５－４．措置

〇点検・診断を行った結果、判定区分｢Ⅲ｣または
｢Ⅳ｣の道路土工構造物については、適切な措置を
行い、所要の安全性を確保する必要あり。
判定区分「Ⅱ」については、定期的な観察を行う。

〇点検の際に特定道路土工構造物を構成する施設や
部材等に変状を発見した場合、できる限りの
応急措置を行う。

２ ） ．特定道路土工構造物（特定土工構造物点検）
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〇判定区分を４段階に分類することを参考提示

６－３．健全性の診断

道路管理者が設定した判定区分に照らし、点検で得られた情報により適切に診断

判定区分 判定の内容

Ⅰ 健全
変状はない、もしくは変状があっても対策が必要ない場合
（道路の機能に支障が生じていない状態）

Ⅱ 経過観察段階
変状が確認され、変状の進行度合いの観察が一定期間必要な場合（道路の機能に支障が生じてい
ないが、別途、詳細な調査の実施や定期的な観察などの措置が望ましい状態）

Ⅲ 早期措置段階

変状が確認され、かつ次回点検までにさらに進行すると想定されることから構造物の崩壊が予想
されるため、できるだけ速やかに措置を講ずることが望ましい場合（道路の機能に支障は生じて
いないが、次回点検までに支障が生じる可能性があり、できるだけ速やかに措置を講じることが
望ましい状態）

Ⅳ 緊急措置段階
変状が著しく、大規模な崩壊に繋がるおそれがあると判断され、緊急的な措置が必要な場合（道
路の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態）

（１）道路土工構造物の通常点検は、巡視等により変状が認められた場合に実施
（２）点検方法は、巡視中もしくは巡視後、近接目視等により行うことを基本

６－１．点検の方法

通常点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者がこれを行う

６－２．点検の体制

〇日常、定期又は異常時に実施する巡視によるほか、道路利用者や沿道住民からの通報を受けた場合、
あるいは道路監視カメラなどによる監視により変状を認められた場合等も含む。

〇重要度２で長大切土や高盛土以外の道路土工構造物については、変状が軽微な場合には巡視の機会
を通じた変状の把握及び措置・記録による管理とすることが可能。

〇道路土工構造物に関する知識とそれに関連する技能を有する者が適正に点検を行うことが重要。

２ ） ．道路土工構造物（通常点検）
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健全性の診断に基づき、適切な方法と時期を決定
し、必要な措置を講ずる

６－５．記録

点検、診断、措置の結果を記録し、当該道路土
工構造物が供用されている期間はこれを保存

６－４．措置

２ ） ．道路土工構造物（通常点検）
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（１）切土
切土は、切土のり面、のり面保護施設（吹付モルタル、のり枠、擁壁、グラウンドアン

カー等）、排水施設等を含む区域とし、区域全体を対象として点検を行う。施設ごとの点
検における視点は以下の通りである。
また、必要に応じて点検に先立ち除草を行うものとする。

（ア）切土のり面
①のり面の地山の変状 （亀裂、段差、はらみだし､
浸食、湧水、小崩壊、等）
②切土直下の路面の変状 （亀裂、盛り上がり）

（イ）吹付モルタル、のり枠
① 吹付のり面の変状（亀裂、剥離、はらみだし、

空洞、目地のずれ、傾動、土砂のこぼれ出し）
② のり枠の変状（亀裂、剥離、うき、鉄筋の露

出）

図 切土のり面の点検の着眼点

３ ） ．道路土工構造物の着眼点
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（ウ）グラウンドアンカー
① アンカーの支圧板、受圧構造物の亀裂、破損

（状況に応じて適宜、打音検査を行う）
② アンカーの頭部キャップ、頭部コンクリートの

破損、防錆油の流出
③ アンカーの頭部からの遊離石灰の溶出、湧水、

雑草の繁茂

写真 土砂のこぼれ出し例

写真 アンカーの頭部からの
湧水・雑草の繁茂の例

写真 受圧構造物の破損の例

（エ）擁壁
① 土砂のこぼれ出し
② 基礎部・底版部の洗掘
③ 擁壁前面地盤の隆起
④ 壁面のクラック、座屈
⑤ 目地部の開き、段差
⑥ 壁面、基礎コンクリート、笠コンクリート、防

護柵基礎の沈下・移動・倒れ
⑦ 路面の亀裂
⑧ 排水施設の変状（閉塞）
⑨ 水抜き孔や目地からの著しい出水、
水のにごり 写真 壁面の傾斜の例

３ ） ．道路土工構造物の着眼点

26



（オ）排水施設
① 排水施設の変状（排水溝の閉塞、亀裂、破損、

目地部分の開口やずれ）
② 周辺施設の変状（排水溝周辺の浸食、溢水の痕

跡、排水孔の閉塞等）
③ 排水施設内の土砂、流木、落ち葉等の堆積状況
④ 排水孔からの流出量の変化

写真 排水溝の破損の例（カ）その他落石防護施設・落石予防施設
・雪崩対策施設

① 部材の変形、傾動等
② 基礎工、基礎地盤の沈下・移動・倒れ、

崩壊・洗掘等
③排水施設からの土砂流出、変形等
④擁壁目地部のずれ、開き、段差等や
そこからの土砂流出

⑤対象岩体の転倒・転落、近傍斜面への落石
・土砂流出等

⑥柵・網背面等への落石・土砂崩落等
⑦鋼部材の腐食、亀裂・破断、緩み、脱落等
⑧コンクリート部材のうき、剥離、クラック等

写真 落石防護柵の傾動の例 写真 落石防護網の著しい腐食に
よる断面欠損の例

３ ） ．道路土工構造物の着眼点
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（２）盛土
盛土は、盛土のり面、のり面保護施設（擁壁、補強土等）、排水施設等を含む区域と

し、区域全体を対象として点検を行う。施設ごとの点検における視点は以下のとおりで
ある。また、必要に応じて点検に先立ち除草を行うものとする。

（ア）盛土のり面
① のり面の変状（亀裂、段差、はらみだし､浸食、湧水、小崩壊，軟弱化等）
② のり尻付近の変状（亀裂、段差、はらみだし、浸食、湧水、小崩壊、軟弱化等）
③ 路面の変状（亀裂、段差）
④ 路肩部の変状（亀裂、浸食）
⑤ 路面排水施設の状況（閉塞、溢水等）

（イ）擁壁・補強土壁
「（１）切土（エ）擁壁」と同様の着眼点

（ウ）排水施設
「（１）切土（オ）排水施設」と同様の着眼点

３ ） ．道路土工構造物の着眼点
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（エ）カルバート

① 化学的侵食による部材断面減少があるもの
② カルバート本体からの漏水が見られるもの
③ 隣接する盛土区間との著しい段差や盛土自体の損傷が見られるもの
④ 継手のずれ、開き、段差があり、カルバート内に水たまりや土砂流入が見ら

れるもの
⑤ 取付け道路面と内部道路面の著しい段差
⑥ ウイング部のコンクリートのうき、剥離、クラック、鉄筋の露出等があるも

のや、
ウイングと擁壁のずれやそこからの土砂流出が見られるもの

３ ） ．道路土工構造物の着眼点
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４ ） ．道路土工構造物点検様式
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◆法面保護施設 ◆グランドアンカー

◆今後、道路土工構造物点検に必要となる資料をとりまとめ「現場必携」を策定予定

５ ） ．道路土工構造物の判定の手引き
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ｓ ｄ ｆ あｓ ｄ ｆ

平成２ ９年７月２１日 

都市局 街路交通施設課 

道路局 企 画 課 

国道・ 防災課 

道路

「 橋、高架の道路等の技術基準」 （ 道路橋示方書） の改定について 

１．概要 

「 橋、高架の道路等の技術基準」 （ 道路橋示方書） は、高速道路、国道の橋梁

の設計に用いる基準であり、その他の道路橋の設計においても一般的に用いられ

ています。  

今回の改定により、安全性の向上、国際競争力の向上、技術開発・ 新技術導入

の促進、ライフサイクルコストの縮減が図られるとともに、適切な維持管理によ

る橋の長寿命化が期待されます。

２．スケジュール 

平成３０年１月１日以降、新たに着手する設計に適用します。

３．その他 

基準の内容は、国土交通省道路局ホームページで公表しています。
http: //www. ml i t. go. j p/road/si gn/ki j yun/bunya04. html

＜お問い合わせ先＞ 
道路局国道・ 防災課  課長補佐  和田 
代表： 03-5253-8111（ 内線37-811）  直通： 03-5253-8492 FAX： 03-5253-1620 
都市局街路交通施設課 企画専門官 田邊 
代表： 03-5253-8111（ 内線32-862）  直通： 03-5253-8417 FAX： 03-5253-1592 
道路局企画課     課長補佐  本田 
代表： 03-5253-8111（ 内線37-562）  直通： 03-5253-8485 FAX： 03-5253-1618 

「 橋、高架の道路等の技術基準」（ 道路橋示方書）は、昭和47年の制定以

降、技術的な知見や社会的な情勢の変化等を踏まえて改定を行ってきている

ところですが、今般、制定以来の大幅な改定を行いました。 

＜改定のポイント＞ 

○橋の安全性や性能に対しきめ細やかな設計が可能な設計手法を導入 

○橋が良好な状態を維持する期間（ 設計供用期間） として、100 年を標準と

することを規定し、その間適切な維持管理を行うことを規定 

資料－⑮



近年の改定の経緯と今回の主な改定内容

平成１３年改定

平成２４年改定

性能規定化型への転換
疲労、塩害に対する耐久性能の考え方を導入

東北地方太平洋沖地震を契機とする設計地震動の見直し
構造設計上の維持管理への配慮事項を規定（具体的な方法についての規定なし）

平成８年改定

車両大型化対応（設計自動車荷重２５トン）
大型車の交通状況に応じた2種類の活荷重を導入（A活荷重、B活荷重）平成６年改定

兵庫県南部地震を契機とする耐震設計の強化

「橋、高架の道路等の技術基準」（道路橋示方書）は、昭和４７年の制定以降、技術的な知見や社会的な情勢の変化等を踏まえ、
これまでに６回の改定を行っている。

② 長寿命化を合理的に実現するための規定の充実

① 多様な構造や新材料に対応する設計手法の導入

③ その他の改定

設計供用期間100年を標準とし、点検頻度や手法、補修や部材交換方法等、維持管理の方法を設計時点で考慮
耐久性確保の具体の方法を規定

橋の安全性や性能に対しきめ細やかな設計が可能な設計手法を導入

⇒「部分係数設計法」及び「限界状態設計法」を導入

熊本地震を踏まえた対応等

平成２９年改定（昭和４７年制定以来の大幅な改定を実施）

耐震設計法の充実（保有水平耐力照査法の規定）平成２年改定

それまで複数存在していた示方書や指針類を統合し、「道路橋示方書Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋編」を制定昭和４７年制定

昭和５３年に「道路橋示方書Ⅲコンクリート橋編」を制定
昭和５５年に「道路橋示方書Ⅳ下部構造編、Ⅴ耐震設計編」を制定、「道路橋示方書Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋編」を改定

昭和５３、５５年改定



① 多様な構造や新材料に対応する設計手法の導入

国土交通省では平成２８年を「生産性革命元年」と位置づけており、建設及び維持管理コストを削減する多様な構

造や新材料の開発が期待されている。

必要な橋の性能を確保しつつ、多様な構造や新材料の導入促進を図るため、諸外国でも運用実績を積んできて

いる設計手法を導入。

橋の限界状態1
橋としての荷重を支持する能力が損なわれて
いない限界の状態

橋の限界状態2

部分的に荷重を支持する能力の低下が生じて
いるが，橋としての荷重を支持する能力に及ぼ
す影響は限定的であり，荷重を支持する能力
があらかじめ想定する範囲にある限界の状態

橋の限界状態3
これを超えると構造安全性が失われる限界の
状態

■部分係数設計法の導入

（外力） （抵抗力）

α1F1 ＋α2F2＋α3F3＋α4F4 ･･･ ＜ ×R
1

β1× β2× β3･･･車両 風温度
材料
ばらつき

解析
誤差

部材挙動
特性

地震

Ｆ ＜ Ｒ ×
1

安全率（≧1.0）

（外力） （抵抗力）

外力、抵抗力それぞれに対して、安全率を要因毎に細分
化して設定することで、安全性が向上するとともに、きめ細
やかな設計が可能となり、構造の合理化によるコスト縮減が
期待される。

大地震や様々な荷重に対して橋の限界状態（1～3）を定義
し、複数の限界状態に対して安全性や機能を確保すること
で、橋に求める共通的な性能が明確となり、多様な構造や
新材料の導入が可能となる。

■ 限界状態設計法の導入

従来（許容応力度設計法）

改定（部分係数設計法）

通常作用する荷重
（自重、自動車荷重、温度や
風の影響など）

橋の限界状態１
かつ
橋の限界状態３
に対して安全性を確保

滅多に作用しない荷重
（大地震）

橋の限界状態２
かつ
橋の限界状態３
に対して安全性を確保

橋の限界状態

荷重と橋の限界状態の関係



② 長寿命化を合理的に実現するための規定の充実

耐久性設計の具体の方法 具体例

１．劣化の影響を考慮した部
材寸法や構造とする

■塩害の対策 ■部材の交換や点検が容易な構造とする
➢塩害の影響度合いに応じた ➢部材交換の有無を考慮して構造に反映させる
コンクリート橋の「かぶり」を規定

２．部材寸法や構造とは別途
の対策を行う

■施工・維持管理の容易さ、耐久性、部材の重要度等を考慮して、適切な防食方法を選定
➢環境条件等に応じて防食種別の差別化が図られる

３．設計供用期間内において
劣化の影響がないとみな
せる構造とする

■環境等に応じて耐食性に優れた材料を用いる
➢海沿いなど、腐食環境の厳しい環境下での活用が期待される

ステンレス鉄筋 ＦＲＰ緊張材

平成２６年に５年に１度の定期点検が法定化され、長寿命化の取り組みが本格化。

橋が良好な状態を維持する期間として100年を標準とするとともに、耐久性設計の具体の方法を規定。

支承交換や点検が容易な構造

ジャッキアップ
に配慮

耐候性鋼材重防食塗装 防食多重化 （鉄筋防食 ＋ コンクリート表面塗装）

鉄筋

かぶり
コンクリート表面



【施工に関する規定の改善】※

落橋防止装置等の溶接不良事案を踏まえ、溶接検査の規定を明確化

引張りを受ける完全溶け込み溶接は、主要部材に関わらず内部きず
検査を継手全数・全長に渡って行うことを明確化

③ その他の改定事項

【熊本地震における被災を踏まえた対応】※

ロッキング橋脚を有する橋梁の落橋を踏まえ、不安定になりやすい
下部構造としないことを要求

大規模な斜面崩壊等による被災を踏まえ、斜面変状等を地震の影
響として設計で考慮することを明確化

制震ダンパー取付部の損傷事例を踏まえ、部材接合部の留意事項
を明確化

斜面変状による橋台の沈下

ロッキング橋脚を有する橋の落橋

【点検結果を踏まえた改善】

特殊な形状のＰＣポステン桁の一部でひび割れが発生していることを

踏まえ、ひび割れ防止対策の規定を充実

PC鋼材の配置や橋軸直角方向の鉄筋引張力の照査を新たに規定

腹圧力

PC緊張力

上フランジ

下フランジ

橋軸方向

箱桁下フランジ

ひび割れ

橋軸方向のひび割れ

モーメント 腹圧力 ひび割れ

PC鋼材

制震ダンパー取付部の損傷

（被災前）

全断面が完全に溶接されるよう、鋼材片側から
溶接したのち、反対側からルート部の裏はつりを
行った上で、反対側の溶接を行ったもの

完全溶け込み溶接

（被災後） 接合部及び連結さ
れる各部材に求め
られる条件を明ら
かにし、これを満
足するようにしな
ければならない

PC緊張力の鉛直分力（腹圧力）の影響

ロッキング橋脚の例

（橋軸直角方向より） （橋軸方向より）

斜面崩壊等の影響を
受けない箇所を選定

基礎先端を長期的に
安定した支持層に根入れ

※熊本地震における被災を踏まえた対応と、落橋防止装置の溶接不良事案を踏まえた施工に関する規定の改善については、通達等にて道路管理者に通知済み



インフラメンテナンス国民会議（平成２８年１１月２８日設立）

設立の背景
■ インフラは豊かな国民生活、社会経済を支える基盤であり、急速にインフラ老朽化が進む中で施

設管理者は限られた予算の中で対応しなければならず、インフラメンテナンスを効率的、効果的に
行う体制を確保することが喫緊の課題

■ 豊かな国民生活を送る上でインフラメンテナンスは国民一人ひとりにとって重要であることから、
インフラメンテナンスに社会全体で取り組むパラダイムの転換が必要

目的 1. 革新的技術の発掘と社会実装

2. 企業等の連携の促進

3. 地方自治体への支援

4. インフラメンテナンスの理念の普及

5. インフラメンテナンスへの市民参画の推進

国民会議の性格

産官学民が連携するプラットフォーム

設立の
位置付け

■ 社会資本整備審議会･交通政策審議会技術分科会技術部会 提言（平成27年2月）
「社会資本のメンテナンス情報に関わる３つのミッションとその推進方策」

■ 日本再興戦略改訂2015-未来への投資・生産性革命-（平成27年6月30日閣議決定）

■ 日本再興戦略2016-第４次産業革命に向けて-（平成28年6月2日閣議決定）

■ 政務官勉強会 提言（平成28年7月29日）

準備状況
■ 意見交換会（平成27年11月～12月、平成28年4月）２回
■ 部会・フォーラム準備会（平成28年6月2日～9月29日）延べ11回 1



支援

組織体制

自治体支援

総 会

国（国土交通省および関係省庁）

企画部会

■ 会長

実行委員会

企画等

広報部会

インフラメンテナンスの理念
普及、国民会議の広報

自治体の課題解決、
自治体のニーズ・民間
企業等のノウハウの
情報交換

海外市場展開

オープンイノベーション
による異業種の連携
や技術の融合、マッチ
ング

革新的技術

公認フォーラム

技術者育成

地域における技術者
育成の活動を支援

市民参画

インフラやメンテナンス
への関わりを深める
ための実践活動を展開

近畿本部

近畿地方における
オープンイノベー
ション推進・ボラン
ティア仲介等

海外への情報発信や
海外展開案件形成

インフラメンテナンス大賞

有識者委員会

国民会議全体の運営

公認フォーラム

〈企業等内訳〉

国民会議 会員（平成２９年１１月２８日時点）
７６５者（企業４１３、行政１６８、団体１０１、個人８３）

建設業 135
建設コンサルタント・測量 109
プラント 10
水ビジネス 1
ICT 45
点検・センサー・設備 46
材料 31
保険 3
地図 2
NPO 11
研究機関 17 など

冨山 和彦
株式会社経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ

家田 仁
政策研究大学院大学 教授

■ 副会長

インフラメンテナンス国民会議の主な活動

2



○施設管理者のニーズや課題に対し、ピッチイベントやコンテスト等により解決のシーズ技術を掘り起こし、オープ
ンイノベーションにより技術開発を促進

○技術開発にあたり企業マッチングや現場試行等をコーディネート

○セミナー等の技術紹介等を通じ、開発した技術の社会実装を後押し

企業マッチングや現場試行

■ 公共建築物のメンテナンス効率化技術 建築物の点検におけるドローンの活用 など

革新的技術フォーラム

〈テーマ〉 陸上・水中レーザードローン
■ 革新的河川管理プロジェクト ＩｏＴの活用、ビックデータの活用 など

・ ２００ｍ間の河川の形状が不明
・ 現在のドローン測量では植生下は×
・ 航空レーザー測量はコスト大

課題
・ 航空レーザー測量システムを

超小型化し、ドローンに搭載
・ グリーンレーザーにより水中も測量
・ 低空からの高密度測量

面的連続データによる河川管理へ
ドローン

グリーンレーザーは
水中を透過する

ピッチイベント

プレゼンの様子

■ 企業マッチング（企業の連携、技術の融合） （これまで１９チーム）

■ 現場試行等 （これまで６チーム）

地方フォーラム（試行）における技術紹介を通じ、下水道
本管から取付管を調査するTVカメラシステムを現場試行

セミナー

技術開発の進んできた道路路面性状の効率的把握技術について、現場での実
践事例の紹介と技術比較を行うセミナーを企業連携により開催し、セミナーの内容
は全国10のサテライト会場にも配信 （H29.5.22：339名、243団体が参加）

本会場の様子

コンテスト

課題

５３名、３４団体が出席〈テーマ〉 自治体の課題解決への取組
・ 技術を使って情報を整理・活用して

必要な予算を確保していくことが必要
・ ドローンなどで外壁の全数調査が

少ない予算でできればよい
・ 外壁の浮きが判る技術があるとよい

技術マッチングアイデアコンテストの概要

応募者

事務局：インフラメンテナンス国民会議 革新的技術フォーラム事務局

・応募テーマの提案
・評価者として参画

募集 応募

テーマ提案企業等※

新たな
ビジネス連携

今後、活用可能な技術につ
いて議論

４０名、７団体が出席 今後、H29年夏以降の
現場実証・実装化を予定

・ 自治体の建物での現場試行を検討
・ 材料など他の技術やテーマを

扱うことを検討

①車載カメラによる道路の画像データの有効活用
②地震後に役立つ「建物安全度判定サポートシステム（揺れモニ）」の様々な場面での活用
③水を抜かずに防火水槽等を形状測定・点検する技術の効率化・高度化
④３Ｄスキャナーを利活用したインフラメンテナンス技術

施設管理者のニーズや課題を解決する技術やアイデアを公募（第１回 7/19～）

（例）

（例）

× ×

技術の融合

カメラによる
舗装ひび割れ
解析技術

スマートフォンによる
平坦性把握技術

レーダーによる
空洞探査技術

企業マッチングにより路面下情報の一元的管理技術を開発

■技術マッチングアイデアコンテスト ■道路舗装診断の自治体現場における実践事例セミナー

3



インフラメンテナンス国民会議・インフラメンテナンス大賞

これまでの地⽅フォーラム 試⾏例

インフラメンテナンス国⺠会議

近畿（既設）北海道 東北 関東 北陸 中部 沖縄中国 四国 九州

地⽅フォーラム（全国１０ブロック）

メンテナンス分野の新技術（例）

ベストプラクティスを掘り起こし

○インフラメンテナンスに係る企業等の取組を促進し、メンテナンス産業の活性化を図るため、平成２８年度よりインフラ
メンテナンス大賞を創設・実施

○インフラメンテナンス国民会議では、ベストプラクティスを全国に横展開するため、各ブロックに地方フォーラムを設立

・⾃治体から挙げられた課題に対し
企業等の有する技術やアイデア等
を紹介し、解決策を討議

・マッチングが成⽴した場合には現
場試⾏等を実施

○インフラメンテナンス⼤賞

全国の企業や
⾃治体等に横展開し、

企業の技術開発や
⾃治体の取組を後押し

ポンプの軸受位置を下部の開かれた場所に移動

(株式会社荏原製作所)

第１回表彰式（H29.7.24）

国⼟交通⼤⾂賞

維持管理性を向上させた河川排水用
新形立軸ポンプの技術開発

⇒ 第２回を公募中（平成29年10⽉4⽇〜11⽉30⽇）

樹⽊診断技術の現場試⾏（桑名市）

（課題例）
・街路樹の剪定・植栽管理の効率化技術
・下⽔管渠の点検診断の効率化技術

下⽔道取付管調査の現場試⾏（岡崎市・豊橋市）

〈班別討議〉 〈現場試⾏〉

情報通信技術の優れた活⽤に関する総務⼤⾂賞

(⾸都⾼速道路株式会社等)

GISと三次元点群データを活用した道路
・構造物維持管理支援システムの開発

4
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インフラメンテナンス国民会議ＨＰ

【URL】 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/im/index.html

インフラメンテナンス国民会議 検索

6


	バインダー1
	01_171222議事次第　本会議
	01（まとめ）H29_2広島県道路メンテナンス会議　出席者名簿
	Taro-○平成２９年度第２回道路メンテナンス会議 次第(公開)

	バインダー2
	01【規約】広島県道路メンテナンス会議v3
	○広島県道路メンテナンス会議　会議名簿（別表１）170401
	●広島県道路メンテナンス会議　幹事会名簿（別表２）170401

	バインダー3
	②自治体職員を対象とした研修等の実施状況
	③自治体技術支援
	④直轄診断の実施状況
	⑤大規模修繕・更新補助制度集約化・撤去の活用
	⑥公共施設等適正管理推進事業債の活用
	⑦交付金事業等における架替要件の厳格化等
	⑧技術支援の取り組み（県）
	⑨公益信託事業募集

	バインダー4
	バインダー5
	⑪道路の老朽化対策の状況について
	⑫メンテナンス年報の公表
	追加 ⑫-2 個別施設計画の策定状況(道路メンテナンス年報H29.8)
	⑬修繕費用の将来推計
	⑭道路土工構造物点検要領について
	⑮橋、高架の道路等の技術基準の改定について
	修正あり2 ⑯インフラメンテナンス国民会議について



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




